
	 	

空
き
家
の
管
理
は 

所
有
者
・
管
理
者
の
責
任
で
す

　

高
齢
化
な
ど
の
社
会
的
要
因
を
は
じ
め
、
相

続
や
経
済
的
な
問
題
な
ど
の
理
由
か
ら
、
近
隣
の

住
宅
や
通
行
者
に
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
、
管
理
不
全
の
空
き
家
が
全
国
的
に
も
増
加
し

て
お
り
、
防
災
・
防
犯
・
衛
生
・
景
観
等
の
面
か
ら

も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
平
成
27
年
５
月
に「
空
家
等
対
策
の

推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
が
施
行
さ
れ
、
空

き
家
の
適
正
な
管
理
は
所
有
者
・
管
理
者（
相
続

人
含
む
）の
責
務
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
り
ま

し
た
。

加
害
者
に
な
っ
て
し
ま
う 

こ
と
も
…

　

管
理
不
全
の
空
き
家
等
が
原
因
で
、
近
隣
の

住
民
や
通
行
人
等
に
人
的
・
物
的
損
害
を
与
え
た

場
合
は
、
所
有
者
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

瓦
等
の
落
下
に
よ
る
死
亡
事
故

　

劣
化
し
た
瓦
等
が
落
下
し
、
通
行
人
に
当
た
っ

て
死
亡
し
た
場
合
、
５
千
万
円
以
上
の
損
害
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
公
益
財
団
法
人
日
本
住
宅
総
合
セ
ン
タ
ー
の
試
算
に
よ
る
）

・
死
亡
逸
失
利
益　
　

３
，４
０
０
万
円

・
慰
謝
料　
　
　
　
　

２
，１
０
０
万
円

・
葬
儀
費
用　
　
　
　
　

			

１
３
０
万
円

・
合
計　
　
　
　
　
　

５
，６
３
０
万
円

早
め
の
対
応
が
重
要

　

空
き
家
は
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
資
産
価
値

が
下
が
る
一
方
で
、
管
理
・
修
繕
費
用
は
上
が
り

ま
す
。
ま
た
、
放
置
し
た
ま
ま
に
す
る
と
、
急
速

に
劣
化
し
、
近
隣
住
民
に
多
大
な
迷
惑
を
か
け
る

こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
特
に
近
年
、
大
き
な
自
然

災
害
も
多
く
、
空
き
家
の
損
壊
に
よ
る
近
隣
へ
の

被
害
は
い
つ
起
こ
っ
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

近
隣
住
民
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
解
体
を

す
る
な
ど
早
め
の
対
応
を
し
ま
し
ょ
う
。

知
ら
な
い
う
ち
に
所
有
者
に 

な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

現
在
は
家
屋
等
を
所
有
し
て
い
な
く
て
も
、親
・

兄
弟
な
ど
が
亡
く
な
り
空
き
家
に
な
っ
た
ま
ま
相

続
手
続
き
も
さ
れ
ず
に
い
る
と
、
全
て
の
子
や
孫
、

兄
弟
な
ど
の
法
定
相
続
人
が
相
続
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
あ
な
た
自
身
も
空
き
家
を
相
続
し
所

有
者
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

空
き
家
に
な
る
こ
と
が
目
前
に
迫
っ
て
か
ら
で

は
対
応
が
遅
く
な
り
ま
す
の
で
、
空
き
家
に
な

る
前
に
相
続
に
つ
い
て
も
事
前
に
考
え
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　

近
年
、
放
置
さ
れ
た
空
き
家
の

増
加
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
お

り
、
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
深

刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

空
き
家
の
適
切
な
管
理
を
怠
っ
て

い
た
場
合
に
は
、
近
隣
住
民
と
の

ト
ラ
ブ
ル
に
つ
な
が
り
、
損
害
賠

償
問
題
に
ま
で
発
展
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

　
空
き
家
が
原
因
で
近
隣
住
民
な

ど
に
迷
惑
を
か
け
る
前
に
早
め
の

対
応
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
市
安
全
安
心
課

　
℡
０
９
９
４-

31-

１
１
２
４

　市民の安全や良好な生活環境の確保を図るため、

危険空き家の解体撤去費用の一部を補助しています。

●�補助対象�
倒壊や近隣住民等に被害を�

及ぼすおそれのある空き家�

となった住宅

●補助要件
○市が実施する危険度判定基準を超えていること

○�解体業者は建設業法の許可を受けた市内業者であ

ること

○解体・撤去後の跡地利用があること　など

●�申請方法�
12月10日（金）までに市安全安心課に事前相談の

うえ、必要書類を提出

※予算上限に達した場合は期限前に締め切り

問市安全安心課　℡0994-31-1124

空き家等バンク制度
空き家を活用する

空き家を解体する
危険空家解体撤去工事補助金 使

っ
て
い
な
い
家
屋

使
っ
て
い
な
い
家
屋

キ
チ
ン
と

キ
チ
ン
と  

管
理
管
理

で
き
て
い
ま
す
か
？

で
き
て
い
ま
す
か
？

　市では、市外からの移住希望者に向けて空き家・

空き店舗情報を発信する「空き家等バンク制度」を

実施しています。

　空き家・空き店舗を持つ人で、利用予定の無い人

は「空き家等バンク制度」をぜひ活用してください。

　空き家等バンクには、次のような支援があります。

○家財等の処分に係る費用の助成

　（対象経費の2/3、上限５万円）

○改修に係る費用の助成

　（対象経費の1/2、上限50万円）

問市地域活力推進課　℡0994-45-6930

専門家に相談を
空き家の管理などについては、登記、相続、売買、賃貸、
解体など専門知識が必要となります。ひとりで悩まずそれ
ぞれの問題に応じて専門家に相談しましょう。

内容 相談先 電話番号

空き家管理サービス 市シルバー人材
センター 40-3382

空き家調査
（設計・改修等）

県建築士会
鹿屋肝属支部 42-2168

登記の確認 鹿児島地方法務局
鹿屋支局 43-6790

相続に関する登記申請、
相続財産管理人選任申
立書作成

県司法書士会 099-256-0335

土地・建物の取引 県宅地建物
取引業協会 099-252-7111

解体工事 県解体工事業協会 099-251-1033

実家が空き家になっており、管理などで困っていた実家が空き家になっており、管理などで困っていた
ところ、空き家等バンク制度を知り登録しました。ところ、空き家等バンク制度を知り登録しました。
補助制度もうれしいですが、とても良い借り主と補助制度もうれしいですが、とても良い借り主と
マッチングしてもらい、家を気に入ってもらえたこマッチングしてもらい、家を気に入ってもらえたこ
とだけでなく、その借り主が町内会活動などに参加とだけでなく、その借り主が町内会活動などに参加
してくれて、地域が活性化したこともうれしいです。してくれて、地域が活性化したこともうれしいです。

空き家等バンク登録者の声

古古
ふるふる

川川
かわかわ

  修修
おさむおさむ

 さん さん古古
ふるふる

川川
かわかわ

  裕裕
ゆうゆう

子子
ここ

 さん さん

キチンと管理できていますか？キチンと管理できていますか？
～ 空き家管理チェックシート ～

□ 屋根（屋根材の変形、はがれ、破損）
□ 軒裏（軒天井のはがれ、破損、浮き）
□ 雨どい（水漏れ、変形、外れ）
□ 土台・基礎（破損、腐朽、ずれ）
□ ベランダなど（腐食、破損、傾斜）
□ 家の中（雨漏り、かび、害虫、給排水の不具合、臭気）
□ 窓・ドア（ガラス割れ、傾斜、不具合）
□ 外壁（腐朽、はがれ、破損、浮き）
□ 家のまわり（塀、ごみ、害虫、雑草等の繁茂）

□ ０個…引き続き管理をしましょう！
□ １個以上…放っておくとさらに老朽化します。
□ ５個以上…危険です！早急に対処しましょう！

解 体 撤 去 費 用

対象経費の1/3

最大 30 万円

︽
想
定
さ
れ
る
損
害
賠
償
例
》
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